
様式第1号(第5条関係) 

 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和元年度 美幌町情報公開・個人情報保護審査会 

開 催 日 時 

令和元年１１月２５日 (月) 

 

      １６時００分 開会  １６時３０分 閉会 

開 催 場 所  しゃきっとプラザ会議室２ 

出 席 者 氏 名 桑原委員、平居委員、山田委員、高坂委員、笹木委員 

欠 席 者 氏 名  

事務局職員職氏名 小室総務部長、関総務主幹、但馬広報担当主査 

議 題 

(１) 平成３０年度情報公開条例に基づく情報公開の実施状況について 

(２) 平成３０年度個人情報保護条例の運用状況について 

(３) その他 

会議の公開又は非

公開の別 
公開 

非 公 開 の 理 由 
(会議を非公開とした場合) 

 

傍 聴 人 の 数 
(会議を公開した場合) 

 ０ 名 

会議資料の名称 

・平成３０年度情報公開条例に基づく情報公開の実施状況報告書 

・平成３０年度個人情報保護条例の運用状況報告書 

・「地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みの 

在り方に関する検討会中間とりまとめ」の公表について 

会議録の作成方針 

□録音テープを使用した全部記録 

□録音テープを使用した要点記録 

■要点記録 

その他の必要事項  

 

 

 



 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

事務局(総務主幹) 

 

 

 

 

小室総務部長 

 

関総務主幹 

 

 

 

事務局(総務主幹) 

 

 

 

 

桑原会長 

 

 

事務局(広報担当主査) 

 

桑原会長 

 

 

 

桑原会長 

 

 

事務局(広報担当主査) 

 

桑原会長 

 

笹木委員 

 

 

 

事務局(広報担当主査) 

只今から令和元年度第１回情報公開・個人情報保護審査会を開催いたし 

ます。        

７月１日付けの人事異動により、総務部長に小室、総務主幹が関に替わ 

りましたので、一言挨拶したいと思います。 

 

総務主幹から総務部長にかわりました。引き続きよろしくお願いします。 

 

町民のために情報を公開する一方で、個人情報は保護していかなければ 

ならないという難しい制度を、委員皆様の意見を伺いながら運用していき 

たいと思います。 

 

本日の議事につきましては、例年どおり情報公開と個人情報保護の昨年 

度の状況について報告させていただきます。早速ですが会議に移りたいと 

思います。 

 議事進行につきましては、桑原会長にお願いいたします。 

        

それでは平成３０年度情報公開条例に基づく情報公開の実施状況につい 

て、事務局より説明をお願いします。    

    

【資料に基づき説明】      

  

何か質疑やご意見はございますか。     

 

【質疑等なし】      

  

続きまして、平成３０年度個人情報保護条例の運用状況について、事務 

局より説明をお願いします 

 

【資料に基づき説明】 

 

何か質疑やご意見はございますか。 

 

P８の平成３０年度中に新規登録したファイルに「福豊上流第２地区魚 

道整備に係るＣＶＭ調査」とあるが、説明では「ＣＶＭ調査のためのアン 

ケート」に使われたものだった。どちらが正しいか。 

 

「ＣＶＳ調査のためのアンケート」が正しいです。 



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

笹木委員 

 

 

事務局(広報担当主査) 

 

 

桑原会長 

 

 

 

桑原会長 

 

事務局(広報担当主査) 

 

 

 

 

 

 

山田委員 

 

事務局(小室部長) 

 

 

 

 

桑原会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録した個人情報ファイルは、すぐに廃止しないのか。用途が終われば 

廃止してもよいと思うが。 

 

ファイルを再利用する場合があるので廃止はしていません。アンケート 

などは、事業の進み具合で継続的に行うケースがあります。 

 

他に質疑やご意見はございますか。 

 

【質疑等なし】 

 

全体を通して何かありますか。 

 

「地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みの 

在り方に関する検討会中間取りまとめ」が公表されましたので、抜粋した 

資料をお渡しします。 

民間事業者が地方公共団体のデータにアクセスできる環境整備と、これ 

に伴う地方公共団体の負担軽減を図るため、地方公共団体とは別組織の 

「作成組織」の検討経緯や非識別加工情報の活用事例が示されています。 

 

「作成組織」に個人情報を提供することになるのか。 

 

地方自治体の負担軽減という面もありますが、重要なのは個人情報を適 

切に保護していくことです。国も検討を進めていく中で地方の意見を聞く 

機会などを設けるとおもいますので、国の動向を見ながら適切な制度の運 

用、個人情報の管理を行っていきたいと考えています。 

 

他に質疑やご意見はございますか。 

 

【質疑等なし】 

 

以上をもちまして、情報公開・個人情報保護審査会を終わります。 

 


